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2024 年 1 月 1 日 No. 185（毎月 1 日発行） 

登記申請時の実名認証方法の通知について 

 2023 年 12 月 25 日、上海市市場監督管理局は、「市場監督管理総局の経営主体登記における実名

認証業務の更なる改善に関する通知」（市監注発〔2023〕88 号）に従い、「登記実名認証システムの新バ

ージョン開始に関する通知」（以下「本通知」）を発表しました。これにより、2024 年 1 月 1 日以降、上海市

市場監督管理局にて登記、届出等の業務を行う場合、申請者は実名認証システムを通じて顔認証等の方式

で実名認証を実施することが必須となります。本通知の要点は以下のとおりです。 

 

⚫ 実名認証方法 

1. 窓口によるオフライン登記申請の場合 

自然人の実名認証 

① 中華人民共和国居民身分証、香港・マカオ中国大陸往来居住許可証、香港・マカオ居住許可証、台

湾居住許可証、外国人永住許可証を所持する自然人が登記申請する場合、アプリケーション「随申

弁」内のプログラム「登記注冊身分験証（上海）」から実名認証を行う。 

特別な理由によりアプリケーション上で実名認証ができない場合、申請者は身分証明書を持参して窓口

にて申請を行う必要がある。あるいは法律に基づいた公証人へ依頼し代理提出することも可能であるが、

その場合の公証文書には、本人および受託者の身分情報、登記業務の具体的な内容を記載しなけれ

ばならない。 

② 外国（地域）パスポート、台湾居住者のための本土旅行許可証、香港特別行政区パスポート、香港

（永久）身分証明書、マカオ特別行政区パスポート、マカオ（永久）身分証明書を所持する自然人

が外商投資企業の登記申請をする場合、投資者が身分を証明するための資料は登記申請時の提出

資料に関する規範の要求に従う。 

非自然人の実名認証 

① 営業許可証を持つ経営主体 

営業許可を持つ経営主体が株主、出資者等として登記手続きを行う場合、電子営業許可証の認証に

より経営主体の実名認証を行う。 

 

② 社会組織、公的機関等のその他主体 

その法定代表者が自然人の実名認証を行う。認証方法は自然人の実名認証内容を参照する。 
 

③ 外国（地区）投資者、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の投資者主体資格証明

資料は登記申請時の提出資料に関する規範の要求に従う。 
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2. 「上海企業登記在線」によるオンライン登記申請の場合 

オンラインサービスプラットフォーム「上海企業登記在線」を通じて、登記業務の全過程をオンライン方式で行う

時に、システムの提示に基づき電子署名を完成させることで、実名認証が完了となる。 

 

⚫ 実名認証の有効期間 

自然人は「随申弁」内のプログラム「登記注冊身分験証（上海）」を、非自然人は電子営業許可証のミニプ

ログラムを利用して実名認証を完了した後、窓口によるオフラインの登記申請をする場合、実名認証完了後

20 自然日以内に登記申請をしなければならない。 

実名認証は、自然人や法人の身分を偽って登記することを防ぎ、虚偽・偽名行為に対する監督管理と責任

追及を強化し、経営主体に安全かつ規範的であり、便利な登記サービスを提供できるため、今後の全国展開が

予測されます。 

ただ、外国人の実名認証は中国人よりも煩雑となるため、適時の対応が難しいケースもあり、この点は悩ましい

と思われます。 
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